
納骨堂経営（変更）許可を受けるまでの流れ 

 

納 骨 堂 

設 置 計 画 

◇納骨堂の新築、増築、移転をしようとするとき 

◇既存の建築物を用途変更して納骨堂にしようとするとき 

↓   

事 前 相 談 
・宗教法人の代表役員が納骨堂設置の趣旨、計画内容等を説明 

・市の担当者が墓埋法関係規定（※下記）の遵守を確認・指導 

↓   

住 民 説 明 
・計画内容をあらかじめ付近住民に説明 

・説明状況等の結果を事前協議書に添付して報告 

↓   

事 前 協 議 

①事前協議書提出 事前協議書及び添付書類を提出 

②書類審査 墓埋法関係規定に適合していることを確認 

③現地確認 市の担当者が現地を確認 

④財務状況審議会 専門家による財務状況の調査審議 

⑤適合通知発行 適合通知及び副本を交付（適合通知の有効期限は１年間） 

↓   ↓  

標 識 の 設 置 

及 び 報 告 

設置基準適合通知を受けた日

から、30 日以内に設置し、

設置の日から 30 日以内に報

告をしてください。 

 建築確認申請 

適合通知の交付を受けた後で

なければ、建築確認申請を提

出することはできません。 

   ↓ 

工 事 完 了   工 事 着 手 

↓   

経 営 許 可 

①許可申請書提出 許可申請書及び添付書類を提出（正副２部） 

②書類審査 墓埋法関係規定に適合していることを確認 

③しゅん工検査 市の担当者が直接現場に行き検査 

④許可書発行 許可書及び副本を交付 

↓   

使 用 開 始 納骨堂は許可書の交付を受けないと使用できません。 

 

※墓埋法関係規定 

○墓地、埋葬等に関する法律    

○墓地、埋葬等に関する法律施行規則 

○札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例  

○札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 

 

 

 

 

 

 

 

 


